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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
電
子

証
明
書
の
有
効
期
限
を
ご
確

認
く
だ
さ
い

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、

カ
ー
ド
の
発
行
日
か
ら
10
回
目
の

誕
生
日
ま
で
有
効
で
す
が
、
電
子

証
明
書
は
５
回
目
の
誕
生
日
が
有

効
期
限
で
す
。

　
有
効
期
限
が
近
づ
く
と
住
民
票

住
所
（
転
送
不
可
）
に
更
新
の
案

内
通
知
が
届
き
ま
す
の
で
、
更
新

手
続
き
に
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

更
新
手
続
き
を
し
な
い
場
合

　
各
種
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

や
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
有
効
期
限
を
過

ぎ
た
場
合
、
再
発
行
手
続
き
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

※�

電
子
証
明
書
の
更
新
手
数
料
は

無
料
。
有
効
期
限
は
カ
ー
ド
表

面「
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い

手
続
き
で
き
る
場
所　
本
庁
舎 

　

�

市
民
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民
セ

ン
タ
ー

持
ち
物

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
暗
証
番
号

※�

暗
証
番
号
を
忘
れ
た
場
合
、
顔

写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類
１

点
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど
）
と
、
そ

の
他
の
本
人
確
認
で
き
る
書
類

１
点
（
健
康
保
険
証
、
年
金
手

帳
、
氏
名
と
生
年
月
日
記
載
の

診
察
券
な
ど
）
が
必
要
で
す

問�

市
民
課�

☎
７
７
３・６
６
６
１

緊
急
情
報
を
固
定
電
話
に

配
信
し
ま
す

　
災
害
時
な
ど
に
は
、
市
か
ら
避

難
情
報
な
ど
を
発
信
し
ま
す
。
防

災
ラ
ジ
オ
や
メ
ー
ル
で
情
報
を
得

ら
れ
な
い
場
合
、
固
定
電
話
を
登

録
す
る
と
音
声
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
緊
急
情
報
が
流
れ
ま
す
。
避
難

行
動
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

　
（
発
信
す
る
内
容
は
、
防
災
ラ

ジ
オ
や
、
防
災
メ
ー
ル
で
配
信
す

る
内
容
と
同
じ
も
の
で
す
）

費
用　
無
料

条
件

・�

防
災
ラ
ジ
オ
を
持
っ
て
い
な
い
人

・�

携
帯
電
話
で
防
災
メ
ー
ル
や

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
登
録
が
で
き
な
い
人

問�

総
務
課 

防
災
庶
務
班

☎
７
７
３・６
６
６
０

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ス
ト
ー
ブ

等
設
置
補
助
金
事
業

　
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ス
ト
ー
ブ
等

設
置
補
助
金
事
業
の
２
次
募
集
を

行
い
ま
す
。

受
付
期
間

　
9
月
2
日
㈪
～
30
日
㈪

補
助
金
額
（
千
円
未
満
切
捨
て
）

　
対
象
経
費
の
１
／
４
以
内
の
額

　
（
上
限
8
万
円
）

募
集
予
定
額

　
64
万
円
（
8
台
程
度
）

注
意
事
項

・
予
定
額
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

・�

交
付
決
定
前
に
設
置
工
事
に
着

手
し
た
場
合
は
対
象
外

・�

設
置
完
了
後
30
日
以
内
か
令
和

7
年
3
月
31
日
㈪
の
い
ず
れ
か

早
い
日
で
実
績
報
告
書
、
請
求

書
を
提
出

・�
令
和
6
年
度
の
追
加
募
集
な
し

・�

交
付
決
定
後
に
補
助
金
を
辞
退

し
た
場
合
、
翌
年
度
の
補
助
申

請
は
不
可
。（
た
だ
し
、
や
む

を
得
な
い
理
由
に
よ
る
辞
退
の

場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
）

※�

詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い

問�

環
境
交
通
課☎７

７
３・６
６
６
６

犬
の
飼
い
主
の
み
な
さ
ん
へ

飼
育
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う

　
犬
の
飼
育
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
苦

情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
飼
い

主
に
と
っ
て
は
さ
さ
い
な
こ
と
で

も
、
不
快
に
思
う
人
も
い
ま
す
。

み
ん
な
が
気
持
ち
よ
く
暮
ら
せ
る

よ
う
配
慮
す
る
こ
と
は
、
飼
い
主

の
責
務
で
す
。
特
に
次
の
点
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

問�

環
境
交
通
課☎

７
７
３・６
６
６
６

令
和
６
年
全
国
家
計
構
造

調
査
を
実
施
し
ま
す

　
総
務
省
で
は
、
世
帯
の
消
費
や

所
得
な
ど
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
全
国
家
計
構

造
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
調
査
の

目
的
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
正
確

な
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
の
対
象
・
方
法

　
８
月
上
旬
以
降
、
県
知
事
の
任

命
を
受
け
、「
調
査
員
証
」
を
携

帯
し
た
統
計
調
査
員
が
対
象
地
区

の
世
帯
を
訪
問
し
、
世
帯
人
数
な

ど
を
聞
き
取
り
ま
す
。
そ
の
後
、

対
象
地
区
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た

48
世
帯
を
統
計
調
査
員
が
再
訪
問

し
、
調
査
票
を
手
渡
し
ま
す
。

調
査
結
果
の
利
用

　
回
答
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は

統
計
法
に
基
づ
き
厳
守
さ
れ
、
統

計
作
成
以
外
の
目
的
に
は
一
切
使

用
し
ま
せ
ん
。

問�

企
画
政
策
課☎

７
７
３・６
６
７
２

民
生
委
員・児
童
委
員
の
委
嘱

　
塩
沢
地
域
の
塩
沢
地
区
〔
思
川
、

片
田
〕
を
担
当
す
る
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
８
月
１
日
付
で
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

氏
名　
上
村 

良
男
さ
ん

☎
７
８
２・１
５
９
４

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
み

な
さ
ん
の
立
場
で
心
配
ご
と
や
困

り
ご
と
を
解
決
す
る
お
手
伝
い
を

し
ま
す
。

問�

福
祉
課 

高
齢
福
祉
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

く
ら
し・健
康・福
祉

・�

犬
の
放
し
飼
い
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
散
歩
中
は
必
ず

リ
ー
ド（
引
き
綱
）を
付
け
、

ま
た
定
期
的
に
リ
ー
ド
を
点

検
・
調
整
し
ま
し
ょ
う
。

・�

散
歩
中
に
フ
ン
を
し
た
と
き

は
、
飼
い
主
が
責
任
を
も
っ

て
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
水
を
入
れ
た
ペッ
ト
ボ
ト

ル
を
持
ち
歩
き
、
尿
を
し
た

後
は
洗
い
流
し
ま
し
ょ
う
。


